
 

日 薬 情 発 第 1 8 1 号 

令 和 ８ 年 ２ 月 1 2日 

 

都道府県薬剤師会担当役員殿 

 

日 本 薬 剤 師 会 

副会長 川上 純一 

 

 

「医薬品等の注意事項等情報の提供について」の一部改正等について 

 

 

平素より、本会会務に格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 

標記につきまして、厚生労働省医薬局医薬安全対策課から別添のとおり連絡が

ありましたのでお知らせいたします。 

医薬品、医療機器及び再生医療等製品の使用及び取扱い上の必要な注意事項等

の細則については、令和３年３月３日付け日薬情発第154号および令和４年９月

20日付け同第89号にてお知らせしたところです。 

今般、これら細則を一部改正するとともに、医薬品、医療機器等の品質、有効

性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の一部施行に伴う厚

生労働省関係省令の整備等に関する省令の施行の日（令和８年５月１日）より適

用するとのことです。 

また、関連して、質疑応答集（Ｑ＆Ａ）が一部改正されております。 

つきましては、貴会会員にご周知くださいますようお願い申し上げます。 

 

 

＜別添＞※いずれも厚生労働省医薬局医薬安全対策課より、本年２月10日付け事務連絡 

1. 「医薬品等の注意事項等情報の提供について」の一部改正について 

2. 「医薬品等の注意事項等情報の提供について」に関する質疑応答集（Ｑ＆Ａ）

について 
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